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避難所における分別例 
 

避難所において分別を行うことは、その後のスムーズな処理へと繋がるため、可能な限り分別を行う。

また、腐敗性廃棄物（生ごみ）、し尿、感染性廃棄物（注射針、血の付着したガーゼ）についても、避

難所での感染症を防ぐため、分別・管理をする必要がある。 

なお、避難所における分別例については、「廃棄物分別・処理実務マニュアル」（一般社団法人廃棄

物資源循環学会・編著）で詳しく記述されているため参照のこと。 
 
■初動時の避難所ごみの分別 

初動時には、水、食料、トイレのニーズが高く、水と食料を中心とした支援物資が避難所に届けられ

るが、それに伴い段ボール、ビニール袋や容器包装等のプラスチック類、生ごみ、し尿等が発生する。

衛生状態の確保等からも、粗くても良いので、ダンボールやごみ袋、ラベリング用品（ペン、ガムテー

プ、紙）等を使って、分別を行う。 
 
■応急対応時の避難所ごみの分別 

 3 日程度経過すると救援物資が急速に増える。食料品だけではなく、衣類や日用品も届き始め、それ

にともなって段ボールや日用品に伴うごみも多く発生する。 
 自治体による生活ごみ等の収集が可能な（再開した）場合は、避難所からの避難所ごみも同様に収集

が行われることが多い。ただし、状況によっては資源ごみの分別は不可能、全て災害廃棄物として収集

する場合がある。収集が再開するまでのごみ、更にその後も資源ごみについては保管が可能ならば、で

きるだけ避難所で保管する。 
 
■避難所で発生する廃棄物 

 避難所で発生する廃棄物の種類、その発生源、管理方法について示す。 
 

表 1 避難所で発生する廃棄物（例） 

種類 発生源 管理方法 
腐敗性廃棄物（生ごみ） 残飯等 ハエ等の害虫の発生が懸念される。袋に入

れて分別保管し、早急に処理を行う。処理

事例として近隣農家や酪農家等により堆

肥化を行った例もある。 
段ボール 食料の梱包 分別して保管する。新聞等も分別する。 
ビニール袋、プラスチック類 食料・水の容器包装等 袋に入れて分別保管する。 
衣類 洗濯できないことによ

る着替え等 
分別保管する。 

し尿 携帯トイレ 
仮設トイレ 

携帯トイレを使用する。ポリマーで固めら

れた尿は衛生的な保管が可能だが、感染や

臭気の面でもできる限り密閉する管理が

必要である。 
感染性廃棄物（注射針、血の

付着したガーゼ） 
医療行為 ・保管のための専用容器の安全な設置およ

び管理 
・収集方法にかかる医療行為との調整（回

収方法、処理方法等） 
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■し尿の処理・管理方法について 

断水と停電等の場合、多くの既存トイレは使用不可となる。合併浄化槽の場合、水と電気が復旧する

と使用できる。下水処理については、下水処理場次第であるが、水と電気が復旧すると水洗自体は可能

になる。従って、携帯用トイレが不足する場合は、無理やり流す、非常用トイレを作る、48 時間程度は

穴を掘って新聞紙を敷いて用を足すという緊急対応もやむを得ないと考えられる。 
 


